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平成２５年度第１回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２５年４月２２日（月） 午後２時 

召 集 場 所 清須市役所本庁舎３階 大会議室 

開 会 平成２５年４月２２日（月） 午後２時 

出 席 委 員 １９名 

１．渡辺秋郷   ２．大橋 浩    ３．石田紀與   ４．早川勝義 

５．浅井尊弘   ６．安田武雄    ７．瀬尾久善   ８．浅野佳伸 

９．成瀬恒雄  １０. 三宅正恭     １１．日下部錠一 １２．石黒鈜俊   

１３．川崎良一   １４. 小﨑 進      １５．小崎崇德  １６．星野國雄    

１７．加藤頌茲   １８．星野 満     １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 ０名 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・山田悠二・安藤敏秀・澤田政輝 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第１回清須市農業委員会を開催させていただきま

す。最初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  こんにちは。 

満開だった桜も散り始め、陽気もよくなってきましたが、まだまだ朝と夕

の気温差があります。委員各位には、体調管理に十分注意していただきたい

と思います。 

さて、本日は、平成２５年度の最初の農業委員会となります。委員の皆さ

んのご協力をいただきますようお願いいたします。 

では、改めましてただいまから、平成２５年度第１回清須市農業委員会を

開催いたします。 

 

会   長  本日の出席議員は１９名で、定足数に達していることをご報告いたします。 

       次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます、２番 大橋 浩 委

員と１２番 石黒 鈜俊 委員にお願いしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会 長  ありがとうございます。それでは、本日の議事日程（２）農地転用等につ

いて進みます。 

 

会   長  【議案第１号】 

・農地法第３条による許可申請について・・・・・・１件 
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【議案第２号】 

・農地法第５条による許可申請について・・・・・・１件 

【議案第３号】 

・農業委員会の適正な事務実施について 

【議案第４号】 

「清須の農業の振興に関する計画」の変更について 

 

以上、４議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第１号】農地法第３条による許可申請についてを議題としま

す。事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  はい、会長。 

【議案第１号】農地法第３条について説明します。 

 

受付番号１番 寺野●●●●●番 登記、現況とも田 面積 ４２８㎡ 、

寺野●●●●●番 登記、現況とも田 面積７９２㎡、寺野●●●●●番 

登記、現況とも田 面積４２８㎡、について、使用貸人は●●●●さん及び

●●●●●さん 使用借人を●● ●さん とした使用貸借権設定です。 

 

使用貸人の●●さんは、高齢化し、耕作を継続することが難しくなってき

たこと、一方、●●さんは清洲●●、●●で４６６㎡、●●市内で９９１㎡、

合わせて１，４５７㎡の農地を耕作しておられ、今回、使用貸借権設定で、

１，６４８㎡の田を借り受け、営農規模を拡大したいとしての申請です。 

以上です。 

 

会   長   事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。この案

件の地元は私ですが、●●さんは耕作ができない状況ですので、農業をやっ

ていただく方に借りていただくのは、地元としては異議ありません。 

他に何かご意見等ありませんか。 

 

会   長  なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

       （「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第２号】農地法第５条による許可申請を議題といたしま

す。事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局    はい、会長。 

【議案第２号】農地法第５条について説明します。 

それでは、受付番号３番をお願いします。 
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申請地は、清須市春日●●●●●番、登記、現況とも畑 面積１９４㎡、

譲渡人 ●●●● 様、譲受人 ●●●● 様としました使用貸借権設定に

伴う、分家住宅を建築するための農地転用です。申請地は、春日●●●地区

内の市街化調整区域内となります。譲受人 ●●様は、現在、●●市内にあ

りますアパートにて夫、子供の３人にて生活をしていますが、生活用品も増

え、狭くなっている状況です。そんな中、祖父が亡くなり、父の相続した土

地は、調整区域の農地のみとなりました。また、本家は妹が継ぐことになっ

ており、そこに入ることはできない状況です。こうしたことから、父の相続

した土地の中から、実家までの距離、生活環境等を考慮して選定したとのこ

とです。申請のあった土地は、市街化調整区域で、農地法５条第２項第１号

ロの１並びに施行令第２１条に定める転用に関する立地基準によると、当該

農地の区分は第３種農地と判断でき、街区に占める宅地の割合が４０％を超

えている区域にある農地であるため、運用通知第２の１の（１）、エ－（ア）

－ｂ－ｂに該当します。また、一般基準についても他法令の許可見込みがあ

る等、特段問題があるとは考えられませんのでよろしくお願いします。 

以上、説明を終わります。 

 

会 長  はい、ありがとうございます。 

事務局の説明が終わりました。この案件について、ご質問、ご意見等があ

ればお伺いいたします。この案件の地元は、加藤委員ですが・・・。 

 

加 藤 委 員   近隣が、もう既に住宅が建っている状況でありますので、支障はないと思

います。 

 

会   長   他に何かご意見等ありませんか。 

 

渡 辺 委 員  先ほどの事務局の説明で、使用貸人の名前が議案と異なっていたようです

が。 

 

事 務 局  当該土地は、まだ、相続登記が済んでおらず、登記名義は亡くなられた●

●さんのままです。遺産分割協議書によると●●さんが相続される予定です

が、現時点ではまだ登記が済んでおりませんので、亡くなられた●●さんの

名前で説明しました。 

 

会   長    質問等がなければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとし

てよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第３号】「農業委員会の適正な事務実施について」を議題

といたします。事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 
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議案第３号をお願いします。「平成２４年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価（案）」、「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）」については、平成２５年２月の農業委員会で審議いただき、３月１日

金曜日から４月１日月曜日までの１か月間、意見徴収をしました。その結果、

意見件数は０でしたので。ご報告します。その結果、２月の議案からの変更・

追加箇所を申し上げます。 

       「平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」５ペ

ージをご覧ください。５地域の農業等からの意見等を「特になし」とし、６

地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定を「４の評価の案とおり」

とし、以下同様の項目について、同様の追加をしてあります。 

       次に、「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」２ペー

ジをご覧ください。３地域の農業等からの意見等を「特になし」とし、４地

域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２５年度の目標及び活動計画を

「２の活動計画の案とおり」とし、以下同様の項目について、同様の追加を

してあります。その他については、２月に提案したものと変更箇所はござい

ませんので改めての説明は省略させていただきますが、今会議で、ご確認を

いただきたく、提案したものでございます。よろしくお願いします。 

 

会 長  はい、ありがとうございます。 

以上の件について、何か質問等ありませんか。 

 

会   長  質問等がなければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとし

でよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第４号】「清須の農業の振興に関する計画」の変更につい

てを議題といたします。事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 

【議案第４号】「清須の農業の振興に関する計画」の変更について説明し

ま 

す。この計画は、通称「２７号計画」と呼ばれるもので、農用地区域を除外、 

農地転用をする前に土地改良の規制を解除するというものです。 

土地改良事業により整備された農地については、土地改良事業終了後８年

間は、原則、農地転用はできないこととなっております。しかし、分家住宅

建築の場合等やむをえない事情の場合、該当する市町村がこの計画を策定し、

営農に支障のない農地へ誘導することにより、農用地の除外、転用をするこ

とができるようになります。今回提案するのは、その計画で、平成２３年８

月３日に新規に策定し、今回５回目の更新となっています。中をご覧くださ

い。４枚目までは清須市の現状等を記載してあります。７枚目には、今回、

建築予定されている土地を指定して、建築内容等を記載してあります。 

春日●●●●●●番、地目 畑、３２９㎡で所有者は、春日●●●にお住
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まいの●●●●さんで、娘さんの分家住宅を建築するとしての計画です。 

位置については、２枚ほどさらにめくっていただいて、●●市との境界付

近、五条川右岸堤防から３０ｍほど西に行ったところで、隣接する市街化区

域から一筆挟んだところにあります。このエリアは、農業振興地域内農用地

区域で、平成１８年３月２５日に土地改良事業が完了しており、平成２６年

３月３１日までは、土地改良の規制がかかっております。 

なお、この計画を策定するにあたっては、関係各機関との協議が必要とな

っています。今後、宮田用水土地改良区、西春日井農業協同組合、尾張農林

水産事務所と順次協議を行っていくこととなりますのでよろしくお願いし

ます。 

以上です。 

 

会 長  はい、ありがとうございます。 

以上の件について、何か質問等ありませんか。 

 

小崎(崇)委員     私の地元の件でございますが、何ら問題ありません。 

 

会   長  他に質問等がなければ、この案件について、当農業委員会として異論なし

としてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

続いて、【報告第１号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入り

ます。順に読み上げますから、地区の担当委員さん、何かありましたらお願

いします。 

番号３２番、廻間●●●●●●、登記 現況とも畑、面積１８７㎡ 転用

目的は露天駐車場です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号３３番、土田●●●●●●●及び●●、登記 現況とも畑、合計面積３

３０㎡ 転用目的は共同住宅です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号３４番、花水木●●●●●●、登記 現況とも畑、面積３９７㎡ 転用

目的は共同住宅です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号３５番及び番号３６番、それぞれ西田中●●●●と●●、何れも登記 

現況とも田、面積は１９５㎡と１４４㎡ 転用目的はともに露天駐車場です。 

 

浅 野 委 員  問題ありません。 
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会   長  番号３７番、西枇杷島町●●●●●●●●、登記田 現況雑種地で、面積４

９９㎡ 転用目的は露天駐車場で始末書ありです。 

 

渡 辺 委 員  転用そのものは問題ありませんが、この土地は今年１月の農地パトロール

の現地確認を行った際に、生産緑地の斡旋があったのですが、斡旋依頼書を

受け取った時点でもう既に埋立てがされてしまっており、生産緑地の指定の

解除から農地転用に至るまでの流れが、形骸化されてしまっている案件です

ね。もし、今後このような流れがでてくると何の為に転用手続きをとるのか

が甚だ疑問を感じるのですが、無断転用に対して何らかの対策が必要になる

のではないかとは思いますが・・・。 

 

事 務 局  生産緑地につきましては、所有者の申請を以って指定をしているものであ

りまして、今回の転用は事後報告的で好ましくない事例ではありますが、す

べてがそればっかりではないと考えております。生産緑地の申請をしている

以上、メリットやデメリットをご承知でやられている話ですので、今回は特

異な例であったというふうに考えております。 

 

渡 辺 委 員  ルールを無視しての手続きに対して、全く何らかの手立てが打てないまま、

転用に至ったのは問題ではないかなと思います。後日申請できちんと手続き

をとったとしても、結果は同じであっては・・・。 

 

加 藤 委 員  今の件について、本来は市に対して、生産緑地の買取依頼がありまして、

結果希望が無かったために、やむをえず事務処理を経ることなく転用してし

まうのはしかるべきであるけれども、所有者は買取申請だけ出しておいてそ

れに対する回答は無かったということでしょうか。 

 

渡 辺 委 員  いえ、今年２月の農業委員会で買取希望を無しで回答をした結果、生産緑

地は解除しているのです。 

 

事 務 局  ただ、今回は生産緑地の指定の解除を待たずに埋め立ててしまいるため、

なにか罰則はないのでしょうかということなのですね。 

今回の都市計画課の対応としましては、埋立が判明した時点で工事をスッ

トップさせまして、供用停止の対応をし、看板の現状復帰を指示したそうで

す。現実には生産緑地の解除までは使用はしなかったようですけれど、解除

後の転用届出が申請されたということです。ただ、看板は新品に戻ったわけ

ではなく折れた状態であったそうです。 

 

渡 辺 委 員  看板は、引き抜かれたままで隅に放置されている状況でありまして、埋立

工事自体は、都市計画課の対応によりストップしたものの、ほぼ工事完了に

近かったので解除前に供用を開始しています。 

 

事 務 局  生産緑地につきましては、納税猶予のように指示が守られなかった場合に

税金を遡って納付しなければならないというような罰則はございませんので、

いかんともしがたいようには思っております。 
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渡 辺 委 員  今回の件がまかり通ってしまうと、無断転用で家が建つおそれがあるので、

なんとかならないのかなというのが率直な思いであります。 

 

 

会   長  はい、それでは、【報告第１号】農地法第４条第１項第７号の規定による届

出の報告案件を再開します。 

番号１番、西枇杷島町●●●●●、登記畑 現況宅地で、面積２３８㎡ 転

用目的は共同住宅で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号２番、西枇杷島町●●●●●●●●●、登記田 現況畑、面積１７０

㎡ 転用目的は共同住宅です。 

 

大 橋 委 員  こちらも、問題ありません。 

 

会   長  番号３番、助七●●●●、登記 現況とも田、面積３１２㎡ 転用目的は

共同住宅ですが、問題ありません。 

 

続きまして、【報告第２号】農地法第５条による届申請について説明しま

す。 

読み上げますから、地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

 

番号１５７番 西枇杷島町●●●●●●●●、登記 現況とも田、面積３

２９㎡、所有権移転による倉庫への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１５８番 西枇杷島町●●●●●●●●●、登記 現況とも田、面積

３４６㎡、所有権移転による露天駐車場への転用です。 

 

大 橋 委 員  こちらも、問題ありません。 

 

会   長  番号１５９番 一場●●●●●●●●と●●●●●、登記 現況とも畑、

また、一場●●●●●●●● 登記 現況とも田 すべての合計面積７７５

㎡、所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号１６０番 一場●●●●●●●● 登記 現況とも畑、面積１０８５

㎡、所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１６１番 新清洲●●●●●●、登記田 現況畑、面積１４５㎡、所

有権移転による一般個人住宅への転用です。 
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川 崎 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１６２番 新清洲●●●●●●●、登記田 現況畑、面積１４５㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

川 崎 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１番 廻間●●●●●●●及び●●●●、登記田 現況畑 合計面積

１４７㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号２番 西枇杷島町●●●●●●●●●●、登記畑 現況宅地、面積５

１３㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

  

会 長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第３号】農地改良届出書に入ります。 

番号１番 西市場●●●●●●、清洲●●●●●● 共に地目 田から畑 

面積は３１８㎡と２１０㎡です。この報告について地元の委員さんよろしい

でしょうか。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会 長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第４号】生産緑地の斡旋についてに入ります。事務局に説

明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。 

この件については、都市計画課より４月２日付けの文書で「生産緑地の買

取希望について」の照会がありました。 

場所については、土田●●●●●● ９０９㎡、●●● ５２㎡ 何れも

地目 田で 買取希望価格が ㎡あたり １１０，０００円 

もう１件が、花水木●●●●●●● ５５８㎡、●●●● ８３㎡、●●

●● １０４㎡、●●●●● １９５㎡、●●●●● ９７㎡ 何れも地目 

畑で、買取希望価格が１㎡あたり１２０，０００円となっています。 

 

地図を添付してありますが、継続して耕作する希望のある方がお見えにな

れば、来月の農業委員会の席で結構ですので申し出ていただきたいと思いま

すので、地区でのご確認をお願いします。 

 

申出があった場合につきましては、農業委員会として取りまとめ、担当課

の都市計画課へ報告しますのでよろしくお願いします。 
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会   長  ありがとうございます。それでは、（３）その他についてに移ります。事

務局より何かありますか。 

 

事 務 局  はい、会長。その他としまして事務局から連絡申し上げます。 

今月の４月３０日（火）午後２時から水田農業構造改革による生産調整に

関する会議を開催しますので出席をお願いします。 

       お手元の封筒に、農業委員活動記録簿がございますので、また今年１年の

ご提出をお願いします。 

       続いて、農業用水の通水日程につきまして、宮田用水パイプラインは４月

２５日（木）、山西用水苗田の通水は５月３日（金）となります。下之郷立

切につきましては、６月１０日（月）午前９時に閉鎖されます。それに伴い、

朝日用水は６月１２日(水)の開放となります。下之郷用水路のパイプライン

については、日・月・火は春日地区、水・木は清洲地区、金・土は新川地区

というように割り振りがされていますが、萱津立切は撤去されておりますの

で、水を有効に活用していただき、できる限り用水を下流へ流していただく

よう、ご協力よろしくお願いします。田植用水の日程表につきましては、特

に春日地区が該当しますが、今回は入りの日とパイプラインの回栓日時をず

らしましたので、取り合いにならないようお願いします。 

  以上です。 

 

会 長  はい、どうもご苦労様でした。 

他に、何かご意見等はありますか。 

なければ、次回の開催について確認します。 

平成２５年５月２０日、月曜日、午後２時から、場所は清須市役所本庁舎 

３階大会議室にて開催予定ですのでよろしくお願いします。 

以上で、平成２５年度第１回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様で

した。 

 

 

―終了時刻午後２時４０分― 

 

         会   長                 

 

 

          ２番委員                 

 

         １２番委員                 

 


